
2 広報　いたばし
※費用の明示がないものは無料

新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

令和 ３年（2021年）７月10日（土）

大山町ピッコロ・ 
スクエア周辺地区 
都市計画（素案）説明会

▶とき＝７月17日㈯10時〜11時
30分・19日㈪18時〜19時30分、
各１日制▶ところ＝グリーンホ
ール２階ホール※当日、直接会
場へ。※定員など詳しくは、区
ホームページをご覧ください。
▶問＝まちづくり調整課大山ま
ちづくり第一係☎3579 ‐ 2449

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金を 
支給します

▶対象＝緊急小口資金などの特
例貸付で、総合支援資金の再貸
付が終了した世帯など※対象者

には、７月６日にお知らせをお
送りしました。詳しくは、お問
い合わせください。▶問＝生活
支援課自立支援金給付担当係☎
6905 ‐ 7501

高齢受給者証を 
お送りします

　国民健康保険に加入している
70〜74歳の方へ、７月19日㈪に
８月から有効の高齢受給者証を
普通郵便でお送りします。前年
の所得により、負担割合が変わ
る場合があります。詳しくは、
同封するお知らせをご覧くださ
い。
▶問＝国保年金課国保資格係☎
3579 ‐ 2406

区民と区長との懇談会
（下赤塚地区）の参加者

▶とき＝９月９日㈭14時〜15時
▶ところ＝下赤塚地域センター
▶内容＝地域の課題・区政に関
する意見交換▶対象＝下赤塚地
域センター担当地域（四葉一丁
目３番10号・４〜31番・二丁
目、大門、赤塚一丁目・二丁目
・五丁目１〜17番・六〜八丁
目、赤塚新町）に在住の方▶募
集人数＝🅐発言者…３人（書類

選考）🅑傍聴者…５人（申込順）
▶申込・問＝🅐７月26日（必着）
まで直接または郵送・Ｅメール
で、🅑７月12日㈪朝９時から電
話で、広聴広報課広聴係（区役
所４階㉓窓口、〒173 ‐ 8501）☎
3579 ‐ 2024 kkouho@city.
itabashi.tokyo.jp※🅐は当日発
言したい内容１件（800字以内）
と、別紙に申込記入例の項目を
明記。

教育相談員 
（会計年度任用職員）

▶募集人数＝１人▶対象＝公認
心理師または臨床心理士の資格
を有する方▶勤務内容＝高校生
以下の心理・性格・情緒などの
相談▶勤務場所＝区役所▶勤務
期間＝10月〜来年３月※更新可
※条件付採用あり（原則１か月）
※社会保険に加入▶勤務日数＝
月16日以内（日曜を除く）▶勤務
時間＝１日７時間45分▶賃金
（日給）＝１万2700円※期末手当
・通勤手当あり▶選考＝書類・
面接▶申込・問＝９月２日（必

着）まで、履歴書（写真貼付）・
資格証（写し）を直接または郵送
で、教育支援センター教育相談
係（区役所６階、〒173 ‐ 8501）
☎3579 ‐ 2195※履歴書の上部余
白に「教育相談員希望」と朱書

自転車駐車場を管理・ 
運営する指定管理者

▶期間＝来年４月から５年間▶
選定＝プロポーザル方式※申込
方法など詳しくは、募集要項を
ご覧ください。▶募集要項の配
布場所＝区ホームページ▶問＝
土木計画・交通安全課交通安全
係☎3579 ‐ 2513

問　合　スポーツ振興課管理係☎3579 ｰ 2651

種　目 とき・ところ 定員・費用 申込期間・問

弓道
🅐少年（近的）🅑一般
（近的）🅒一般（点数的）
※いずれも団体・個人

●�🅐８月７日㈯🅑 
９月19日㈰🅒10
月９日㈯

●小豆沢和弓場

●�🅐30人🅑🅒50人
（いずれも申込
順）

●�１人🅐300円🅑 
🅒500円

●�🅐７月26日㈪まで🅑８月23日
㈪〜９月６日㈪🅒９月13日㈪
〜27日㈪

●�連盟・渡邊☎090 ‐ 2722 ‐ 9983

区民体育大会 　申込方法など詳しくは、区・区体育協会ホームページ
にある競技要項をご覧ください。

　今年度の住民税の決定に伴
い、普通徴収（口座振替・納付
書払い）の方には７月14日㈬頃
に、特別徴収（年金からの差し
引き）の方には21日㈬頃に、納
入通知書を普通郵便でお送り
します。納付書が同封されて
いる方は、金融機関、コンビ
ニエンスストア、モバイルレ
ジ・電子マネー（区ホームペー
ジ参照）などでお支払いくださ
い。※納入通知書は、70歳以
上の方が「東京都シルバーパ
ス」を申し込む際の所得確認書
類として使用できる場合あり
（再発行不可）。

　保険料を滞納すると、介護
サービス利用時に給付制限を
受ける場合があります。な
お、次の場合、保険料の減免
制度を利用できます。申請方
法など詳しくは、区ホームペ
ージをご覧になるか、お問い
合わせください。
● �災害などによる減免…災害
などの特別な事情で、保険
料の支払いが一時的に困難
となった

● �境界層該当者の減額…保険
料段階が第２段階以上で、

本来の保険料を支払うと生
活保護が必要となり、保険
料段階を下げると生活保護
が不必要となる※福祉事務
所で発行する境界層証明書
が必要

● �生計が困難な方の減額…世
帯全員が住民税非課税で、
世帯の年間収入・預（貯）金
額などが一定の要件に該当
する※８月31日㈫までの申
請で年間保険料を減額。詳
しくは、同封するお知らせ
をご覧ください。

● �新型コロナウイルス感染症
の影響による減免…🅐新型

コロナウイルス感染症によ
り、世帯の主たる生計維持
者が死亡または重篤な傷病
を負った🅑事業・不動産・
山林収入または給与収入の
減少額が、前年の当該事業
収入などの額の10分の３以
上（所得制限あり）のいずれ
かに該当する

※東京電力福島第一原子力発
電所事故に伴う避難指示区域
などから板橋区に転入した方

▶予約の条件＝501会議室と502会議
室を同時利用し、501会議室を保育
室として利用すること▶抽選＝７月
20日㈫朝９時から、男女社会参画課
（区役所６階）※抽選後、空きがある
場合は７月26日㈪まで受付。▶問＝
男女社会参画課男女平等推進係☎
3579 ‐ 2486

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約（来年３月分）

には、減免制度が
あります。詳しく
は、お問い合わせ
ください。

介護保険課資格保険料係☎3579 ‐ 2359問　合

介護保険料納入通知書・
納付書をお送りします

65歳以上の方へ

お支払いでお困りの方


